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第 7 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和３年７月１６日（金）午前１０時００分 

 

場      所  津市芸濃コミュニティセンター ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   1太田 義政・ 2田中 康章・ 3田村  明・ 4東海 光政 

5村澤 藤次・ 8喜多 義幸・ 9片岡 正春・10牧野 礼𠮷 

11清水 喜代己・12海野 要・13内藤 正敏・19草深 みつよ 

23川邊 千秋 

 

                                  以上１３名 

 

欠 席 委 員  21坂野 大徹 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  勝田事務局長・野村次長・竹田担当副主幹 

 

総 合 支 所  河芸：竹内主事 美里：倉田主事 安濃：横井担当副主幹 

          芸濃：倉田担当主幹 香良洲：豊田担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者   4東海 光政 ・ 5村澤 藤次 

 

事      項 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権移転） 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（使用貸借） 

議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（使用貸借） 

議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について（別冊） 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは第７回第１農地部会を開催させていただきます。 

本日の欠席は、２１番 坂野 大徹委員が欠席ですので、出席委員は１３名 

です。 

       それでは、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

       ４番 東海 光政委員、５番 村澤 藤次委員、よろしくお願いします。 

まず初めに、会長専決等の報告事項、第１号から第４号に入ります。 

       事務局お願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から２で、合計件数は２件、合計面積は２，８０８㎡で、その内訳は

田が１，２４３㎡、畑が１，５６５㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものです。 

 

２ページから７ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

番号１から１５で、合計件数は１５件、合計面積は６４，８３８㎡で、その

内訳は田が５７，５５１㎡、畑が７，２８７㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が農地以外となっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。 

 

８ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、でござ

います。 

番号１、倉庫用地 

でございます。 

以上、件数は１件、面積は田で３４８㎡でございます。 

 

９ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権

移転）、でございます。 

番号１、番号２、分譲住宅用地 

番号３、共同住宅用地      

番号４、一般個人住宅用地 

番号５、太陽光発電施設用地 

番号６、倉庫用地 

でございます。  

以上、件数は６件、合計面積は８，１０１㎡で、その内訳は田が７，７０３

㎡、畑が３９８㎡、でございます。 
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報告案件につきまして、以上で説明を終わります。 

       よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）に

ついてですが、今回議事参与の制限に該当する案件がございますので、まずそ

の案件を審議し、その後その他の案件を審議したいと思います。 

それでは、番号３に関し、農業委員会等に関する法律、第３１条の議事参与

の制限に該当しますので、    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   それでは、番号３の説明を事務局お願いします。 

 

事 務 局   それでは、１０ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で 

ございます。 

 

      番号３、地区 大里、受人     、面積 ８３，３５８㎡、渡人     

 、面積 ５，５４３㎡、申請地 大里山室町東谷    、台帳地目・現況 

地目とも畑、面積 ４０１㎡。 

       これにつきまして受人は、遠方のため、営農を縮小する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

       この案件につきまして、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積

要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。  

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       番号３について、地元委員の意見を伺います。 

番号３、地区 大里、説明をお願いします。 

 

田中委員   ２番、田中です。９日に草深委員と共に現地で説明を聞きました。問題ない

ということでした。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３について、地元委員さんから異議のない旨の発言でした。 

番号３について、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。それでは異議なしと認め、番号３について、許可

をすることに決定をいたします。 
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入室して下さい。 

 

＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、その他の案件の説明を事務局お願いします。 

 

事 務 局   番号１、地区 雲出、受人     、面積 ２４，３９５㎡、渡人    

  、面積 ４，９５５㎡、申請地 雲出伊倉津町網高峯    、台帳地目・ 

現況地目とも畑、面積 １，１２４㎡。 

       これにつきまして受人は、労力不足のため、営農を縮小する渡人から申請地

を譲り受け、営農を拡大するものです。 

 

       番号２、地区 雲出、受人     、面積 ７，６０４㎡、渡人     、

面積 ５，０４０㎡、申請地 雲出島貫町川原新田    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積 ４１３㎡。 

       これにつきまして受人は、労力不足のため、営農を縮小する渡人から申請地

を譲り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号４、地区 高野尾、受人     、面積 ２５，６１１㎡、渡人   

   、面積 １，８８３㎡、申請地 高野尾町西豊久野    、台帳地目・ 

現況地目とも畑、面積 １，９８３㎡の内１，８８３㎡。 

       これにつきまして受人は、労力不足のため、離農する渡人から申請地を譲り

受け、営農を拡大するものです。 

       なお当案件は、このあとご審議いただく、議案第４号の番号１０と、一体利

用しようとするものです。 

  

       番号５、地区 高野尾、受人     、面積 １２，１７５㎡、渡人    

  、面積 １，１０９㎡、申請地 高野尾町東豊久野    、台帳地目・ 

現況地目とも畑、面積 ８４０㎡。 

       これにつきまして受人は、労力不足のため、営農を縮小する渡人から申請地

を譲り受け、営農を拡大するものです。 

   

       番号６、地区 高野尾、受人 株式会社      代表取締役     、

面積 ２６９，４２９㎡、渡人     、面積 １３，５２２㎡、申請地 高

野尾町東豊久野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，０９９㎡。 

       これにつきましては、平成２３年から    に本店を構え、生花の製造販

売、主に榊を中心に栽培を手掛け、農地所有適格法人の要件を備える受人が、

労力不足のため、営農を縮小する渡人から申請地を譲り受け、当市での新規営

農を開始しようとするものです。 

       具体的な営農計画としましては、片道２０分程度で移動可能となる、津市野

田地内に事務所を構え、９名の従業員で営農し、今後急拡大していくと思われ

る営農型太陽光発電により、日陰が利点となる特性を活かすことで色つやが良

くなる榊を栽培しようとするものです。 

       また、当法人は１都３県にまたがる８市２町で、山間部での露地栽培及び営

農型太陽光発電の下で榊栽培の実績があり、これまで農業関連の各種雑誌に掲
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載、ＴＶ番組にも出演されるなど、近年市場に２割しか出回っていない国産榊

を中心に、急成長を遂げている法人となります。 

  

       番号７、地区 上野、受人 株式会社      代表取締役     、

面積 ８，３１６㎡、渡人     、面積 ５，０４５㎡、申請地 河芸町

久知野追ヶ沢    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３，１０１㎡。 

       これにつきましては、農地所有適格法人の要件を備え、当申請地を借り受け、

葉ものを中心に現在営農を実施している受人が、遠方のため、営農を縮小する

渡人から申請地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号８、地区 明、受人     、面積 ８，２０６㎡、渡人     、

面積 ９，５８７㎡、申請地 芸濃町林北浦    、台帳地目 田、現況地

目 畑、面積 ２，５２５㎡ 外２筆、合計面積 ５，３９８㎡。 

       これにつきまして受人は、高齢化による労力不足のため、営農を縮小する渡

人から申請地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号９、地区 草生、受人 株式会社      代表取締役     、

面積 ２６９，４２９㎡、渡人     、面積 １２，０３９㎡、申請地 安

濃町草生岡谷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２，１８８㎡。 

       これにつきましては、農地所有適格法人の要件を備える受人は、遠方のため、

営農を縮小する渡人から申請地を譲り受け、新規営農するものです。 

  

       番号１０、地区 村主、受人     、面積 １２，３３５㎡、渡人   

   、面積 ２６１㎡、申請地 安濃町前野里    、台帳地目・現況地 

目とも畑、面積 ２６１㎡。 

       これにつきまして受人は、労力不足のため、離農する渡人から申請地を譲り

受け、営農を拡大するものです。 

 

       以上、件数は１０件、合計面積は１６，７０８㎡、このうち田が８，４９９

㎡、畑で８，２０９㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下

限面積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。番号１と２、番号４から番号１０の地元委員

の意見を伺います。 

番号１、番号２、地区 雲出、お願いします。 

 

村澤委員   ５番、村澤です。地元推進委員と相談させていただきました。別に何の問題

もないと言うことですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号４から番号６、地区 高野尾。 
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田中委員   ２番、田中です。４番は９日に地元推進委員、事務局の方と現地確認いたし

まして、問題ないということでした。５番、６番は、地元推進委員と９日の午

後現地確認いたしまして、問題ないということでした。その後、地元の農振協

議会で審議いたしましたところ、別に問題はなかったのですが、６番の株式会

社     の件で、地元に反対は無いのか、後で太陽光をしますということ

を、申請書に書いて貰った方が良いのではないかと話があり、事務局にお聞き

したら、後で、近隣に説明会を開くということで、まず問題ないということで

良いと思います。 

 

議  長   これ、後から案件が上がってくるのですか。 

 

事 務 局   現在、営農型太陽光については津市管内全域において太陽光業者が営業中で、

必ず、営農型太陽をする時は地元説明会をして、了承を得た上で条件に合った

ものをしていくことになっています。 

 

議  長   この部会には上がってこないのですか。 

 

事 務 局   営農型は５条の一時転用ということで、上がってきます。 

 

議  長   上がってくるのですね。分かりました。 

次ぎ、番号７、地区 上野、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。これ、事務局の説明通りですので、問題ありません。よろ

しくお願いします。 

 

議  長   番号８、地区 明、お願いします。 

 

牧野委員   １０番、牧野です。９日に事務局と農業委員と、地元推進委員と現地確認さ

せていただきましたけど、何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号９、地区 草生。 

 

内藤委員   １３番、内藤です。番号１０も続けさせていただきます。９日に総合支所の

事務局と両農業委員で確認させていただきました。９番の株式会社      

に昨日総合支所に来ていただきまして、お話を聞きました。今のところ問題な 

いということでした。番号１０については９日に、地元推進委員と確認させて 

いただきました。両方とも問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   株式会社     、榊がこんなに需要があるのかなと思うんですけど、こ

れから営農型がたくさん出てくるということかと思います。地元委員さんから

は異議のない旨の発言がありました。 

       番号１から２、番号４から番号１０ついて、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   それでは異議なしと認め、番号１から２、番号４から番号１０について、許

可をすることに決定いたします 

次に議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（使用貸借）

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １１ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（使用貸借）でご

ざいます。 

 

       番号１、地区 草生、借人 株式会社      代表取締役     、

面積 ２６９，４２９㎡、貸人     、面積 ５，６２９㎡、申請地 安

濃町草生岡谷    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，７１８㎡。 

       これにつきまして、農地所有適格法人の要件を備える借人は、高齢化による

労力不足のため、営農を縮小する貸人から申請地を借受け、新規営農するもの

です。 

  

       以上、件数は１件、面積は畑で１，７１８㎡でございます。 

       この案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面

積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

 番号１、地区 草生。 

 

内藤委員   １３番、内藤です。７月９日に地元推進委員と総合支所の事務局と農業委員

とで確認を致しました。ここも同じように、問題ないと思います。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから、異議のない旨の発言がありました。 

 皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第２号については、許可することに決定いた

します。 

次に議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について事務局

の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 
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       番号１、地区 黒田、申請者     、申請地 河芸町三行小林    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２２１㎡ 外１筆、合計面積 ３７３㎡。 

       これにつきましては、    に事務所を構え、とび工事業を営む法人から

の要望を受け、申請地を貸資材置場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 黒田、申請者     、申請地 河芸町南黒田樋廻    

 、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ３２３㎡ 外１筆、合計面積１， 

２４３㎡。 

       これにつきましては、申請地を駐車場及びテニスコート用地とするものです

が、平成９年頃から地元貢献することを目的に、既にこの目的で使用している

旨の始末書が提出されており、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 椋本、申請者（亡）    （相続人）     持分４分

の１、申請地 芸濃町椋本新横山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積

２９８㎡ 外６筆、合計面積 ５９８．１３㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       なお、当案件はこのあとご審議いただく議案第７号により、既に許可を得て

いる内容に変更が生じたことから取消し、当時の申請人に相続が発生したこと

から、議案第４号の番号１３と共に、再度許可を得ようとするものです。 

  

       番号４、地区 草生、申請者     、申請地 安濃町草生蔵垣内    

 、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積 ９６１㎡。 

       これにつきましては、申請地を貸工場用地とするものですが、昭和６０年頃

に亡き父が建設し、数年前まで自己が使用していましたが廃業したことから、

現在隣接する法人に貸している旨の始末書が提出されており、これを追認しよ

うとするものです 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 安濃、申請者     、申請地 安濃町清水佐倉    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 １，１９０㎡ 外１筆、合計面積 １，３

６５㎡。 

       これにつきましては、申請地を共同住宅用地とするもので、現在、開発許可

申請中であるため、当部会での承認と共に同時許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は５件、合計面積は４，５４０．１３㎡、このうち田が３，７２

１㎡、畑で８１９．１３㎡でございます。 

       いずれの案件につきまして、農地法第４条第６項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

番号１、番号２、地区 黒田。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。この物件、現場を地元推進委員と見に行きましたが、何ら

問題ありません。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３、地区 椋本、お願いします。 

 

牧野委員   １０番、牧野です。６月にも出ましたが、お父さんが亡くなって、今度新し

く息子さんが申請しています。農業委員２名と地元推進委員の方と事務局と確

認させていただきましたけど、何ら問題ないのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

番号４、地区 草生。 

 

内藤委員   １３番、内藤です。７月９日に両農業委員と地元推進委員で現地を確認させ

ていただきました。何ら問題ございません。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号５、地区 安濃、お願いします。 

 

海野委員   １２番、海野です。この案件につきましては１，０００㎡以上ということで、

守山会長、太田部会長、事務局、地元推進委員、支所職員、農業委員とで７月

９日現地確認を行いました。事務局の説明の通りでございます。よろしくお願

いします。 

 

議  長   番号１から番号５について、地元委員さんから、異議のない旨の発言があり

ました。  

 皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第３号については、許可をすることに決定い

たします。 

       次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有 

権移転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １３ページから１６ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       恐れ入りますが、まず議案を説明させていただく前に、議案書の一部削除を

お願いいたします。 

       １６ページの、番号１１をご覧ください。 

       この案件につきまして、地元調整が不十分であり、今後慎重に改めてご理解

を得るべく調整を図るとのことで、７月１５日付けにて取下げ願いが提出され
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ましたので、議案書から削除願います。 

       これにより、１６ページの一番下に記載のある、合計欄の修正もお願い致し

ます。 

       合計件数は１４件、合計面積は１９，７６８．１３㎡、田の面積は変わらず、

畑の面積を６，７９７．１３㎡と訂正願います。 

  

       それでは改めまして、議案の説明をさせていただきます。 

       番号１、地区 栗真 外、受人 株式会社      代表取締役     

 、渡人      外４名、申請地 栗真小川町山脇    、台帳地目・ 

現況地目とも畑、面積 ３９０㎡ 外７筆、合計面積 ２，０６２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１，５６１．５６㎡、パネルの設置率は、転用面積の７

５．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

         

       番号２、地区 一身田、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外４名、申請地 一身田豊野きノ坪    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 ２１９㎡ 外９筆、合計面積 ２，５２５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１，８４５．４８㎡、パネルの設置率は、転用面積の７

３．１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 一身田、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外２名、申請地 一身田豊野きノ坪    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 ６４㎡ 外６筆、合計面積 ２，３０１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１，４１９．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の６

１．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号４、地区 一身田、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外４名、申請地 一身田豊野きノ坪    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 １７５㎡ 外１１筆、合計面積 ３，５４６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、２，５５５．２８㎡、パネルの設置率は、転用面積の７

２．１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 一身田、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 一身田豊野すノ坪    、台帳地目・現況地目と
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も田、面積 ２，０４５㎡ 外２筆、合計面積 ２，４２８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設・駐車場・管理用地とするものです。 

       パネル設置面積は、一体利用地を含む１，３２２㎡、パネルの設置率は、転

用面積の４５．０％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号６、地区 一身田、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 一身田豊野すノ坪    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ２，４１３㎡ 外１筆、合計面積 ２，７８９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、一体利用地を含む２，５５６㎡、パネルの設置率は、転

用面積の５８．０％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号７、地区 神戸、受人     、渡人     、申請地 神戸与市

垣内    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３６１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、    に近接

する申請地を一般個人住宅用地とするもので、現在、開発許可申請中であるた

め、当部会での承認と共に同時許可となります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号８、地区 高茶屋、受人     、渡人     、申請地 高茶屋

小森町竹縄    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ９７０㎡。 

       これにつきましては、隣接地で自己が法人の代表を務める受人が、渡人から

申請地を譲り受け、申請地を駐車場用地とするもので、現在、開発許可申請中

であるため、当部会での承認と共に同時許可となります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

  

       番号９、地区 雲出、受人 合同会社      代表社員     、渡

人     、申請地 雲出島貫町北浦    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ２６㎡ 外１筆、合計面積 ５１２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、２３６．１６㎡、パネルの設置率は、転用面積の４６．

１％になります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

  

       番号１０、地区 高野尾、受人     、渡人     、申請地 高野

尾町西豊久野    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １，９８３㎡

の内１００㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を農業用

倉庫用地とするものです。 

       農地区分は、農用地区域内の農業用施設用地となります。 
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       番号１２、地区 椋本、受人     自治会 自治会長     、渡人 

    、申請地 芸濃町椋本念佛田    、台帳地目 畑、現況地目 雑 

種地、面積 ５８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地をゴミ集

積場用地とするものですが、２０年ほど前から既にこの目的で使用している旨

の始末書が提出されており、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

  

       番号１３、地区 椋本、受人（亡）     （相続人）     持分４

分の３、渡人（亡）     （相続人）     持分４分の１外２名、申

請地 芸濃町椋本新横山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２９８

㎡ 外６筆、合計面積 ５９８．１３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１４、地区 高宮、受人     、渡人     、申請地 美里町

足坂奥之垣内    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ６２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場

用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１５、地区 村主、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 安濃町妙法寺川原田    、台帳地目・現況地目

とも田、面積 １，２４３㎡ 外１筆、合計面積 １，４５６㎡。 

       これにつきましては、隣接地に事務所のある受人は、渡人から申請地を譲り

受け、申請地を資材置場用地とするもので、現在、開発許可申請中であるため、

当部会での承認と共に同時許可となります。 

       農地区分は、第１種農地となりますが、不許可の例外にあたる「既存敷地の

２分の１以内に収まる敷地拡張」に該当するものと判断されます。 

  

       以上、件数は１４件、合計面積は１９，７６８．１３㎡、このうち田が１２，

９７１㎡、畑が６，７９７．１３㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

番号１、地区 栗真。 

 

事 務 局   本日、担当委員である２１番、坂野委員がご欠席されておりますが、事前に 

当案件に対しご連絡をいただいており、その内容は、「坂野本人は当日出席で 
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きませんでしたが、会長・部会長・地元推進委員、一身田豊野と一体利用する 

ことから、田村委員、地元推進委員、事務局とで、７月９日に現地確認を実施 

し、後日地元推進委員と協議したところ、特に問題ない」とのことでした。 

       以上、報告させていただきます。よろしくお願い致します。 

 

議  長   ありがとうございました。 

次ぎに番号２から番号６、地区 一身田、お願いします。 

 

田村委員   ３番、田村です。７月９日に、会長、部会長、地元推進委員とで現地確認を

行いました。事務局説明通りで何ら問題ございませんので、よろしくお願いし

ます。以上です。 

 

議  長   番号７、地区 神戸、お願いします。 

 

東海委員   ４番、東海です。７月９日に事務局と地元推進委員と現地確認を行いました。

事務局の説明通り何ら問題はございませんでした。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号８、地区 高茶屋、お願いします。 

 

村澤委員   ５番、村澤です。５月に現地確認したのですが、地元推進委員より、道路や

のに市との立ち会いも無しに現状のままではあかんということで、市との立ち

会いが必要だと指摘いただき、７月にちゃんと立ち会いしていただいたので問

題ないということです。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号９、地区 雲出も。 

 

村澤委員   ５番、村澤です。９日に現地確認しました。別に何の問題もないのでよろし

くお願いします。 

 

議  長   次ぎ、番号１０、地区 高野尾、お願いします。 

 

田中委員   ２番、田中です。所有権移転ということで、３条の４番の畑の所有権移転と

いうことで、その中に１００㎡の農業倉庫が建っておりまして、それを所有権

移転ということで出ておりました。９日に地元推進委員と事務局と立ち会い致

しました。別に問題ないということで、地元の農振協議会の方も問題ないとい

うことで、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１２、番号１３、地区 椋本、お願いします。 

 

牧野委員   １０番、牧野です。１２番の件は以前から使用されておるものでございます

ので、何ら問題ないと思います。１３番は１２ページと関連したもので、何ら

問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

番号１４、地区 高宮、お願いします。 
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清水委員   １１番、清水です。現地を確認させていただきましたが、何も問題ないとい

うことでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号１５、地区 村主、お願いします。 

 

内藤委員   １３番、内藤です。７月９日に守山会長、太田部会長、事務局、総合支所、

地元推進委員と農業委員とで確認いたしました。何も問題ないと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。番号１から番号１５について、地元委員さんから、

異議のない旨の発言でございます。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第４号については、許可をすることに決定い

たします。 

       次に議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸

借権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 

 

       番号１、地区 明、借人 合同会社      代表社員     、渡人 

    、申請地 芸濃町中縄尻貝    、台帳地目・現況地目とも畑、面 

積 ５１９㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、申 

請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３８４．６８㎡、パネルの設置率は、転用面積の７４．１％

になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、面積は畑で、５１９㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

番号１、地区 明、お願いします。 

 

牧野委員   １０番、牧野です。９日に片岡委員と地元推進委員、事務局と確認させてい

ただきました。説明通り、何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 
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議  長   番号１について、地元委員さんから、異議無しということでございます。皆

さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第５号について、許可をすることに決定いた

します。 

       次に議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用

貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）

でございます。 

 

       番号１、地区 大里、借人     、貸人     、申請地 大里川北

町岡    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １４８㎡ 外１筆、合計面

積 ５７１㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の使用貸借を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３２１．４４㎡、パネルの設置率は、転用面積の５６．

３％になります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、面積は畑で、５７１㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

番号１、地区 大里、お願いします。 

 

草深委員   １９番、草深です。９日に田中農業委員、事務局、地元推進委員と確認させ 

ていただきました。何も問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから、異議のない旨の発言がありました。  

  皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第６号について、許可をすることに決定いた

します。 

       次に議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（使
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用貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いいたします。 

       議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（使用貸 

借）でございます。 

 

       番号１、地区 椋本、借人     、貸人     、申請地 芸濃町椋

本新横山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４３０㎡ 外２筆、合

計面積 ４７４．０３㎡。 

       これにつきましては、許可後に住宅の配置計画が変更になったことに伴い、

事業計画が変更になったため、新たな事業計画により再度許可をとり直すため、

取消願いが提出されたものになります。 

  

       以上、件数は１件、面積は畑で、４７４．０３㎡でございます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

番号１、地区 椋本、お願いします。 

 

牧野委員   １０番、牧野です。事務局の説明通り何ら問題ないと思います。よろしくお

願いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから、異議のない旨の発言がありました。  

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第７号について、承認をすることに決定いた

します。 

次に別冊でお配りしました、議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条 

の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積 

計画の決定について、でございます。 

       資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

 

       まず、津地区をご覧ください。 

       田の賃貸借で２４，５８１㎡、畑の使用貸借で４，７１４．９１㎡、契約件

数は１０件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１４，３１１㎡、契約件

数は４件でございます。 
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       安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１１８，６９４㎡、畑の

賃貸借、使用貸借で５，８４６㎡、契約件数は３５件でございます。 

       芸濃地区につきましては、田の使用貸借で１９，９８０㎡、畑の使用貸借で

７，０６１㎡、契約件数は８件でございます。 

       美里地区につきましては、田の所有権移転で７，５８４㎡、畑の使用貸借で

５，３４１㎡、契約件数は１１件でございます。 

       香良洲地区につきましては、該当ございませんでした。 

 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて１８５，

１５０㎡、畑の集積は賃貸借、使用貸借で２２，９６２．９１㎡、合計契約件

数は６８件、合計面積は２０８，１１２．９１㎡となっております。 

  

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は、津地区１件、河芸地区３件、安濃地区３３

件、芸濃地区２件、で合計３９件、合計面積は１３０，６６５㎡でございます。 

       なお、認定農業者への集積率は、件数で５７．４％、面積で６２．８％とな

っております。 

  

       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてご説明いたしま

す。 

       人・農地プランの作成が要件となっている新規のものについて、該当がござ

いませんでした。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまして、ご配慮い

ただきますようよろしくお願いします。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。 

       始めに、農業委員会等に関する法律、第３１条の議事参与の制限に該当する

案件について、ご審議をお願いします。 

 

       まず、整理番号４５についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。 

 

＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   整理番号４５について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   ありがとうございました。 

入室してください。 

 

＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い

いたします。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは議案第８号について、すべて適正であると認め、市長に進達するこ

とにいたします。 

 

       以上で、部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

       以上で第７回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

午前１０時５２分 

 

上記は、第７回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

 

  令和３年７月１６日 

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 


